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明 細 苫

墓地局装置、移動局、無線通信システム及び通信制御方法

技術分野

０００1 本発明は、無線通信システムに関し、特に墓地局装置、移動局、無線通信システム

及び通信制御方法に関する。

背景技術

０００2 W や S P の後継となる通信方式、すなわちロングタームエボリュー

ション ( : o e o o )が、W の標準化団体 3 P P によ

り検討され、無線アクセス方式として、下りリンクについてはO 、上りリンクについ
てはS C ( S e C a e e e c s o e ccess

) が検討されている (例えば、非特許文献 参照 ) 。

０００3 O は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域 (ザブキヤリア) に分割し、各周波

数帯上にデータを載せて伝送を行う方式であり、ザブキヤリアを周波数上に、一部重

なりあいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速伝送を実現し、周波

数の利用効率を上げることができる。

０００4 S C は、周波数帯域を分割し、複数の端末間で典なる周波数帯域を用い

て伝送することで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。S C

では、送信電力の変動が 、さくなる特徴を持つことから、端末の低消費電カィヒ

及び広いヵバレッジを実現できる。

０００5 は、上りリンク、下りリンクともに つないし2つ以上の物理チヤネルを複数の移

動局で共有して通信を行うシステムである。上記複数の移動局で共有されるチヤネル

は、一般に共有チヤネルと呼ばれ、 においては、上りリンクにおいては上り共有

物理チヤネル (P s ca S a ed C a e P SC )であり、下りリン

クにおいては下り共有物理チヤネル (P s ca o S a ed C a e :

P SC )である。

０００6 そして、上述したような共有チヤネルを用いた通信システムにおいては、ザブフレー

ム ( S b a e) ( では s ) 毎に、どの移動局に対して上記共有チヤネルを



割り当てるかをシクナリンクする必要かあり、上記シクナリンクのために用いられる制

御チヤネルは、 ては、物理下りリンク制御チヤネル (P s ca o Co

o C a e )または o 2 Co o C a e ( 2

Co o C a e )と呼はれる。また、物理下りリンク制御チヤネルは、迭信電力制

御用のコマントや上りリンクの共有チヤネルに対する迭達確甜 清報等の面知のため

にも用いられる。

０００7 上記物理下りリンク制御チヤネルの清報には、例えは、タウンリンク 2制御チ

ヤネルフォーマノトインシケータ ( 2 Co o C a e o a d

c a o ) 、タウンリンクスケシューリンククラント( S c ed G a ) c o

e d e e fo a o ( C C )、アノプリンクスケシューリンククラント(

S c ed G a ) オ一ハロートインシケータ (O e oad d ca o ) 迭

信電力制御コマントヒノト( a s ss o o e Co o C o a d ) 等

か含まれる (例えは、非特井文献2参昭) 。また、上記 S c ed G a には

、例えは、下りリンクの共有チヤネルに関する、下りリンクのリソースフロノク ( eso c

e oc )の割り当て情報、 の 、ストリームの数、ブリコーティンクヘクトル (P e

c o d ec o ) に関する清報、テータザイス、変燗方式、 Q ( b d a o

a c e ea e es )に関する清報等か含まれる。また、上記 S c ed

G a には、例えは、上りリンクの共有チヤネルに関する、上りリンクの eso ce

oc の割り当て清報、 の 、テータザイス、変燗方式、上りリンクの迭信電力清

報、 Oにおけるテモシュレーションレファレンスシクナル ( e o d a

o efe e ce S a )の清報等か含まれる。

０００8 また、 ては、上述した共有チヤネルを用いた適信において、 C a e にお

いて Qか適用される。例えは、下りリンクに関しては、移動局は、下りリンクの共

有チヤネルの復号を了寸い、その復号結果 (C C C ec 結果 ) に某ついた迭達確沼、

清報 c o ed e e fo a o を上りリンクの制御チヤネルを用いて、墓地

局装置に迭信する。そして、墓地局装置は、迭達確甜 清報の内容に応して再迭制御

を行う。迭達確甜 清報の内容は、迭信信号か適切に受信されたことを示す肯定応答 (

C ) はそれか適切に受信されなかったことを示す否定応答 ( C )の何れかて



表現される。一方、上りリンクに関しては、墓地局装置は、上りリンクの共有チヤネル

の復号を了寸い、その復号結果 (C C C ec 結果 ) に某づいた送達確認情報 c o

ed e e fo a o を下りリンクの制御チヤネルを用いて、移動局に送信す

る。そして、移動局は、送達確認情報の内容に応じて再送制御を行う。送達確認情

報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示す肯定応答 ( C ) はそれが

適切に受信されなかったことを示す否定応答 ( C )の何れかで表現される。

０００9 図 に、上りリンクにおける Qの処理の一例を示す。 9０2 (ザブフレーム な ) (

は、ノ0の整数 ) において、墓地局装置は、物理下りリンク制御チヤネルにおける

S c ed G a を用いて、移動局に、ザブフレーム 3において、上りリ

ンクの共有チヤネルを用いた通信を行うことを指示する。そして、 9０4 (ザブフレーム

番号 3) において、移動局は、墓地局装置に対して、上りリンクの共有チヤネル

を送信し、墓地局装置は、上記上りリンクの共有チヤネルを受信し、復号を試みる。

００1０ そして、 9０6 (ザブフレーム 6)において、墓地局装置は、上記復号結果に某

づいて、送達確認情報である c o ed e e fo a o を移動局に送信

する。上記 c o ed e e fo a o が C であった場合には、移動局

は、ザブフレーム 9において、上りリンクの共有チヤネルを再送する ( 9０8 )

００11 上述した、上りリンクにおける Qにおいて、送達確認情報を送信するための下

りリンクの制御チヤネルは、上述した物理下りリンク制御チヤネルの情報の つである

c o ed e e fo a o のことである。ここで、例えば、上述した c o

ed e e fo a o がどの移動局に対しての信号であるかは、上述した物

理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a がどの移動局に対して

送信されたかに某づいて識別することが検討されている。すなわち、上記 c o e

d e e fo a o と、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed

G a のそれぞれに番号を付与し、その c o ed e e fo a o の

番号と、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a の番号

を 対 対応させることにより、上記 c o ed e e fo a o が、どの移動

局に対しての信号であるかを識別することが検討されている。

００12 図 の時間関係を示す説明図を用いて説明すると、墓地局装置は、 9０2において



、物理下りリンク制御チヤネルにおける番号nの S c ed G a を送信した

に対しては、 9０6 において、番号nの c o ed e e fo a o を当

該 に送信する。ここで、上述した番号は、例えば、 c o ed e e fo

a o や S c ed G a がマッピングされるザブキヤリアや、O シンボ

ル、あるいは、リソースの番号により決定される (例えば、非特許文献3参照 ) 。

００13 ところで、一般に、移動通信システムにおいては、上りリンクにおける初期接続の確

立等にランダムアクセス ( a do ccess )が用いられる。以下に、ランダムアクセス

の手順を示す (以下、ランダムアクセス手順と呼ぶ) 。

００14 図2に示すように、ランダムアクセス手順は、4つの手順を備えることが検討されてい

る。また、各手順において、移動局と基地局装置との間でやり取りされるメッセージは

、 つ目の手順から順に e s s a e e s s a e 2 e s s a e 3 ess a e 4と

呼ばれる (例えば、非特許文献4参照 ) 。

００15 つ目の手順であるランダムアクセスプリアンブル ( a do ccess ea b e)

の手順において、移動局は、墓地局装置に対してメッセージ ( ess a e ) を送信

する。 ess a e により、ランダム やその他の ビット程度の情報が伝送される。

００16 2つ目の手順であるランダムアクセスレスポンス ( a do ccess es o se)の

手順において、墓地局装置は、移動局に対して、メッセージ2 ( ess a e 2)を送信す

る。 ess a e 2により、 a do ccess ea b eの識別情報やタイミング調節

情報、初期 G a ( S c ed G a ) 仮のC (c e S ec f

c a d o e o e o a de f e )等が伝送される とは、ユーザ

を識別するためのテンポラリな識別子であり、C はセル固有のテンポラリなユ

ーザ識別子である。ここで、上記初期 G a により伝送される情報は、上述した

物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a により伝送される情

報とほぼ同じであり、例えば、 ess a e のための、上りリンクの eso ce oc の

割り当て情報、データザイズ、変調方式、上りリンクの送信電力情報等である。尚、2

つ目の手順においては、 つのメッセージは、 台の移動局に対してだけでなく、2台

以上の移動局に対して送信されることもある。

００17 3つ目の手順であるスケジュールドトランスミッション (Sc ed ed a s ss o )



の手順において、移動局は、墓地局装置に対して、メッセージ3 ( essa e3)を送信

する。 ess a e 3 にょり、当該移動局の識別情報、例えば、上述した仮のC

や S ess a e等が伝送される。 ess a e 3 には が適用される。

００18 4つ目の手順であるコンテンションリゾルーション ( C o e o e so o )の手

順において、墓地局装置は、移動局に対してメッセージ4 ( essa e 4 ) を送信する。

非特許文献 1 : 3 G P R 2 5 814 (V7 0 ０) P h s c a a e Aspects 6 Evolved UTR

A une 2００6

非特許文献2 : R ０7０1０3 Down nk 2 C o n o gn a n g C hanne uc u e :Co

d n g

非特許文献3 : R ０7０1０5 A C NAC gn a uc u e n E UTRA D own nk Jan u

a 2００7

非特許文献4 : 3 G P R 3 6 3００(V０4・0 Evolved Un ve sa T e es a R a d o Acces

s (E UTRA) a n d Evolved Un ve sa T e es a R a d o Access Ne wo k (U UTRAN)

v e a desc p on a g e 2 (Release 8 ) ０ 5 R a ndom Access ocedu e a nua 2０

０7

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００19 しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。

００2０ ランダムアクセス手順における essa e 3 においては、その割り当てられる上りリン

クのリソースの情報、すなわち、初期 G a が、物理下りリンク制御チヤネルにマ

ッピングされるのではなく、ランダムアクセス手順の中の、2つ目の手順である a do

ccess e s o seの手順における ess a e 2 にマッピングされる。この場合、

上述したょぅな、送達確認情報である c o ed e e fo a o の番号と、

上記物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a の番号を 対

対応させる方法を適用することができないため、墓地局装置は、当該移動局に対し

て、 essa e 3 に対する送達確認情報 c o ed e e fo a o を送信で

きないことになる。

００2 1 そこで、本発明は、上述した課題に鑑み、その目的は、ランダムアクセス手順にお



いて、効率が良く、かつ、高品質を保証された、 。s s a 。3に関する の処理

を行ぅことのできる墓地局装置、移動局、無線通信システム及び通信制御方法を提

供することにある。

課題を解決するための手段

００22 上記課題を解決するため、本発明の墓地局装置は、

移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムに

おける墓地局装置であって :

前記移動局は前記墓地局装置に第 の信号を送信し、

前記第 の信号を復号する復号手段

前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正常に受信しなかった

場合に、前記第 の信号の再送のための制御信号を前記移動局に送信する手段

備えることを特徴の つとする。

００23 上記課題を解決するため、本発明の移動局は、

移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムに

おける移動局であって :

前記墓地局装置に第 の信号を送信する手段

前記墓地局装置から、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信した場合に

、前記第 の信号を再送する手段

を備えることを特徴の つとする。

００24 上記課題を解決するため、本発明の移動通信システムは、

移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムであ

って :

前記移動局は、

前記墓地局装置に第 の信号を送信する手段

前記墓地局装置から、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信した場合に

、前記第 の信号を再送する手段

を備え、

前記墓地局は、



前記第 の信号を復号する復号手段

前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正常に受信しなかった

場合に、前記第 の信号の再送のための制御信号を前記移動局に送信する手段

を備えることを特徴の つとする。

００25 上記課題を解決するため、本発明の通信制御方法は、

移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムに

おける通信制御方法であって :

前記移動局が前記墓地局装置に第 の信号を送信する第 のステップ

前記墓地局装置が、前記第 の信号を復号する第2のステップ

前記墓地局装置が、前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正

常に受信しなかった場合に、前記第 の信号の再送のための制御信号を前記移動

局に送信する第3のステップ

前記移動局が、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信した場合に、前記

第 の信号を再送する第4のステップ

を有することを特徴の つとする。

００26 上記課題を解決するため、本発明の他の移動通信システムは、

移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムであ

って :

前記移動局は、

前記墓地局装置に第 の信号を送信する手段

前記第 の信号を再送する手段

を備え、

前記墓地局装置は、

前記第 の信号を復号する復号手段

前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正常に受信した場合に

、第2の信号を送信する手段

を備え、

前記再送する手段は、前記第2の信号を受信するまで、前記第 の信号を再送する



ことを特徴の つとする。

発明の効果

本発明の実施例によれば、ランダムアクセス手順において、効率が良く、かつ、高

品質を保証された、 essa e3に関する Qの処理を行ぅことのできる墓地局装

置、移動局、無線通信システム及び通信制御方法を実現することができる。

図面の簡単な説明

図 上りリンクの Qにおける、移動局と墓地局装置の処理の時間関係を示す

説明図である。

図2 ランダムアクセス手順を示す説明図である。

図3 本発明の実施例に係る無線通信システムの構成を示すブロック図である。

図4 下りリンクにおけるザブフレームの構成例を示す説明図である。

図5 シンボル 1・及び 2 におけるザブキャリアマッピングの一例を示す説

明図である。

図6 物理下りリンク制御チャネルにおける S c ed G a の構成例及び

チャネル符号化方法を示す説明図である。

図7 物理下りリンク制御チャネルにおける S c ed G a のザブキャリア

マッピングの例を示す説明図である。

図8 本発明の一実施例に係る、 ess a e 3 に関する Q処理における、移動局

と墓地局装置の処理を示す説明図である。

図9 本発明の一実施例に係る、 ess a e 3 に関する Q処理における、移動局

と墓地局装置の処理を示す説明図である。

図1０本発明の一実施例に係る移動局を示す部分ブロック図である。

図 1 本発明の一実施例に係る墓地局装置を示す部分ブロック図である。

図12 本発明の一実施例に係る移動局における通信制御方法を示すフロー図であ

る。

図13 本発明の一実施例に係る墓地局装置における通信制御方法を示すフロー図

である。

図14 本発明の一実施例に係る、 ess a e 3 に関する Q処理における、移動



局と墓地局装置の処理を示す説明図である。

図15 本発明の一実施例に係る、 ess a e 3に関する Q処理における、移動

局と墓地局装置の処理を示す説明図である。

図16 本発明の一実施例に係る移動局における通信制御方法を示すフロー図であ

る。

図17 本発明の一実施例に係る墓地局装置における通信制御方法を示すフロー図

である。

図18 本発明の一実施例に係る、 ess a e 3に関する Q処理における、移動

局と墓地局装置の処理を示す説明図である。

図19 本発明の一実施例に係る、物理下りリンク制御チャネルにおける特殊な

S c ed G a の構成例及びチャネル符号化方法を示す説明図である。

図2０本発明の一実施例に係る、 ess a e 3に関する Q処理における、移動

局と墓地局装置の処理を示す説明図である。

図2 1 本発明の一実施例に係る、 ess a e 3のための特殊な c o ed e e

fo a o のザブキャリアマッピングの例を示す説明図である。

図2 2 本発明の一実施例に係る、 ess a e 3に関する Q処理における、移動

局と墓地局装置の処理を示す説明図である。

符号の説明

5０ セル

００ ００ ００ ００ 移動局
2 3

０2 送受信アンテナ

０4 アンプ部

０6 送受信部

０8 べ一スバンド処理部

０ アプリケーション部

2００ 墓地局装置

2０2 送受信

2０4 アンプ部



2０6 送受信部

2０8 べ一スバンド信号処理部

2 ０ 呼処理部

2 2 伝送路インターフェース

3００ アクセスゲートウェイ装置

4００ コアネットワーク

発明を実施するための最良の形態

００3０ 以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。実施例を説明するための

全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略す

る。

００3 1 図3を参照しながら、本発明の実施例に係る移動局及び墓地局装置を有する無線。

通信システムについて説明する。

００3 2 無線通信システム ０００は、例えば o ed R a d R (別名 : o

e o o ，或いは，S e 3G) が適用されるシステムである。無線通

信システム ０００は、墓地局装置 (e : e ode ) 2００と、墓地局装置2００と通

信する複数の移動局 ００ ( ００ ００ ００、・‥ ００、 は ノ の整数 ) とを備
2 3

える。墓地局装置2００は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置3００と接続され、

アクセスゲートウェイ装置3００は、コアネットワーク4００と接続される。移動局 ００は

セル5０において墓地局装置2００と o ed R a d R により通信を

００3 3 各移動局 ( ００ ００ ００、・‥ ００) は、同一の構成、機能、状態を有
3

するの

で、以下では特段の断りがない限り移動局 ００として説明を進める。説明の便宜上

、墓地局装置と無線通信するのは移動局であるが、より一般的には移動端末も固定

端末も含むュ一ザ装置 ( : se e )でよい。

００3 4 ここで、移動局 ００の中には、セル5０において墓地局装置2００と o ed

a d ㍉女 により通信を行っている状態の移動局と、セル5０において墓地局

装置2００と o ed 山女 a d により通信を行っていない状態の移動

局の両方が存在することとする。例えば、セル5０において墓地局装置2００と o e



d R a d により面信を行っていない状態の移動局は、墓地局装置

2００との間てランタムアクセス手順を行うことにより、適信を開始するための手順を行

う。また、セル5０において墓地局装置2００と o ed a d R によ

り面信を行っている状態の移動局も、ハントオーハや上りリンクのスケシューリンク要

大、上り同期確立要大等の目的てランタムアクセス手順を行うことかある。

００3 5 無線適信システム ０００ては、無線アクセス方式として、下りリンクについては

(直交周波数分割多元接続 ) か、上りリンクについてはS C シンクルキヤ

リアー周波数分割多元接続 ) か適用される。上述したように、O は、周波数帯域
。を複数の狭い周波数帯域 (ザフキヤリア) に分割し、各ザフキヤリアにテータをマノヒ

ンクして適信を行うマルチキヤリア伝迭方式てある。S C は、周波数帯域を

端末毎に分割し、複数の端末か互いに典なる周波数帯域を用いることて、端末間の

干渉を低減するシンクルキヤリア伝迭方式てある。

００3 6 ここて、 o ed a d R における適信チヤネルについて脱明す

る。

００3 7 下りリンクについては、各移動局 ００て共有される物理下りリンク共有チヤネル (P

SC s ca o S a ed C a e )と、物理下りリンク制御チヤネ

ル(P CC s ca o C o o C a e )とか用いられる。物理

下りリンク制御チヤネルは下り 2制御チヤネルとも呼はれる。上記物理下りリン

ク共有チヤネルにより、ユーザテータ、すなわち、適常のテータ信号か伝迭される。ま

た、物理下りリンク制御チヤネルにより、タウンリンク 2制御チヤネルフォーマノ

トインシケータ ( 2 C o o C a e o a d ca o ) タウンリ

ンクスケシューリンククラント( S c ed G a ) c o ed e e f

o a o ( C C )、アノプリンクスケシューリンククラント( S c ed

G a )、オ一ハロートインシケータ (O e oad d ca o )、迭信電力制御コマ

ントヒノト( a s ss o o e C o o C o a d ) 等か伝迭される。

S c ed G a には、例えは、物理下りリンク共有チヤネルを用いて適信を

行うユーザの や、そのユーザテータのトランスポートフォーマノトの清報、すなわち

、テータザイス、変燗方式、 Qに関する清報や、下りリンクのリソースフロノクの



割り当て情報等が含まれる。尚、上述したダウンリンク 2制御チヤネルフオーマ

ットインジケータは s ca C o o o a d ca o C a e (物理制御

フオーマットインジケータチヤネル) (P C C )と呼ばれてもよい。また、上述したダウ

ンリンクスケジューリンググラントは、ダウンリンクスケジューリングインフオメーションあ

るいはダウンリンクアザインメントインフオメーションと呼ばれてもよい。

００3 8 また、 S c ed G a には、例えば、物理上りリンク共有チヤネルを用い
て通信を行 ユーザの や、そのユーザデータのトランスポートフオーマットの情報、

すなわち、データザイズ、変調方式に関する情報や、上りリンクのリソースブロックの

割り当て情報、上りリンクの共有チヤネルの送信電力に関する情報等が含まれる。こ

こで、上りリンクのリソースブロックとは、周波数リソースに相当し、リソースユニットとも

呼ばれる。

また、 c o ed e e fo a o ( C C )とは、上りリンクの共有

チヤネルに関する送達確認情報のことである。

００3 9 上りリンクについては、各移動局 ００で共有して使用される物理上りリンク共有チヤ

ネル (P SC : s ca S a ed C a e )と、物理上りリンク制御チ

ヤネルとが用いられる。上記物理上りリンク共有チヤネルにより、ユーザデータ、すな

わち、通常のデータ信号が伝送される。また、物理上りリンク制御チヤネルにより、下

りリンクにおける共有物理チヤネルのスケジューリング処理や適応変復調及び符号化

処1 ( CS : da e od a o a d C o d S c e e)に用いるため

の下りリンクの品質情報 (C Q : C a e Q a d ca o )、及び、物理下りリ

ンク共有チヤネルの送達確認情報 ( c o ed e e fo a o )が伝送さ

れる。送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示す肯定応答 (

C : c o ed e e ) はそれが適切に受信されなかったことを示す否定

応答 ( C : e a e c o ed e e )の何れかで表現される。

００4０ 物理上りリンク制御チヤネルでは、C Q や送達確認情報に加えて、上りリンクの共有

チヤネルのリソース割り当てを要求するスケジューリング要求 (Sc ed e es

) や、パーシステントスケジューリング (P e s s e S c ed )におけるりリース要

求 ( e e ase e es )等が送信されてもよい。



００4 1 ここで、上りリンクの共有チヤネルのリソース割り当てとは、あるザブフレームの物理

下りリンク制御チヤネルを用いて、後続のザブフレームにおいて上りリンクの共有チヤ

ネルを用いて通信を行ってよレ亡とを墓地局装置が移動局に通知することを意味す

る。

００4 2 下りリンクにおいては、図4 に示すように、 ザブフレームは sであり、 ザブフレー

ムの中に 4個のO シンボルが存在する。図4 において、 ( は、 ノ の整

数はリソースブロックを示す番号であり、廿 一 廿 4ほO シンボルを示す番号

である。 ザブフレームの先頭からいくつかのO シンボルには、上記物理下りリ

ンク制御チヤネルがマッピングされる。物理下りリンク制御チヤネルがマッピングされる

O シンボルの最大数は3である。すなわち、物理下りリンク制御チヤネルは、O

シンボル にマッピングされる、O シンボル と 2にマッピングされる、

O シンボル と 2と 3にマッピングされる、の3通りでマッピングされる。

００4 3 図4 においては、 ザブフレームの先頭の2個のO シンボル、すなわち、O

シンボル 及び 2に上記物理下りリンク制御チヤネルがマッピングされている。

そして、上記物理下りリンク制御チヤネルがマッピングされるO シンボル以外の

O シンボルにおいて、データ信号や同期用の信号S c o za o S a

s 、報知情報である oadcas C a e 等が送信される。

００4 4 また、周波数方向においては、 個の eso ce oc が定義される。ここで、

eso ce oc あたりの周波数帯域は 8０ zであり、 つの eso ce oc の

中に 2個のザブキヤリアが存在する。また、 eso ce oc の数 は、システム帯

域幅が 5 zの場合には2 5であり、システム帯域幅が ０ zの場合には5０であり

、システム帯域幅が2０ zの場合には ００である。

００4 5 図5に、図4 に示すザブフレームの構成を持つ場合の、O シンボル 及び 耳

2におけるザブキヤリアマッピングを示す。尚、同図において、 シンボルのザ

ブキヤリアの数を ( は、 ノ の整数 ) とし、周波数の 、さい方から、ザブキヤリア 耳

、 2、・‥、 と番号付けを行っている。システム帯域幅が 5 zの場合には、

二 3００であり、システム帯域幅が ０ zの場合にほ、 二6００であり、システム帯域

幅が 2０ zの場合には、 二 2００である。同図に示すように、O シンボル 耳



のザブキヤリアには、下りリンクリファレンスシグナル ( S : o efe

e ce S a )と物理下りリンク制御チヤネルがマッピングされる。また、O シン

ボル 2 には、物理下りリンク制御チヤネルがマッピングされる。

0046 Sは、O シンボル において、6個のザブキヤリアに 個の割合で送

信される。図においては、ザブキヤリア 6 X d (但し、d : 、2、・‥) に Sが

マッピングされている。また、上記 Sがマッピングされているザブキヤリア以外の

サブキヤリアに物理下りリンク制御チヤネルがマッピングされる。図においてほ、上記

物理下りリンク制御チヤネルの内、 c o ed e e fo a o がマッピング

されるザブキヤリアの例を示した。図においては、ザブキヤリア 3と、ザブキヤリア 耳

にマッピングされている例を示している。 c o e e e fo a o が

マッピングされるザブキヤリアの数は、上りリンクにおいて1ザブフレームに多重される

移動局数の最大数、すなわち、 ザブフレームにおいて上りリンクの共有チヤネルを

送信する移動局の数の最大数により決定される。

0047 尚、物理下りリンク制御チヤネルがマッピングされるO シンボルの数が 3の場

合のO シンボル 3の構成は、 におけるO シンボル 2の構成と某本

的に同じである。

0048 さらに、図6 に S c ed G a の情報ビットの構成例およびチヤネル符号

化方法の例を示し、図7 に、 S c ed G a のザブキヤリアのマッピング例

を示す。

００4 9 図6 において、 S c ed G a は、データザイズや変調方式等に関する

情報を通知する情報ビットと、リソースブロックの剖当情報を通知する情報ビットと、送

信電力に関する情報を通知する情報ビットと、C Cビットとから構成される。尚、C C

ビットには、 がマスキングされるため、 の情報、すなわち、上りリンクの

共有チヤネルを用いて通信を行うユーザの が含まれることになる。尚、上述した構

成例は、あくまで一例であり、上記以外の情報ビットが含まれていてもよく、あるいは、

上記の情報ビットの一部が含まれていなくてもよい。そして、上記 S c ed

G a の情報ビットは、チヤネル符号化される。チヤネル符号化は、畳み込み符号化

でもよいし、ターボ符号化でもよい。そして、図7 に示すように、上記 S c ed



G a のチヤネル符号化後のビットは、物理下りリンク制御チヤネルの所定のザブ

キヤリアにマッピングされる。

００5０ 一般に、 ザブフレームにおいて複数の移動局が上りリンクの共有チヤネルを送信

するため、複数の S c ed G a が存在する。よって、図7 に示す、 S

c ed G a がマッピングされるザブキヤリアにおいては、複数の S c e

d G a が多重される。その多重方法は、周波数多重でもよいし、コード多重で

もよいし、時間多重でもよい。また、上述した周波数多重やコード多重、時間多重の

ハイブリッドでもよい。あるいは、上述した例では つの S c ed G a を

チヤネル符号化した後に多重を行っているが、代わりに、複数の S c ed

い０

００5 1 また、上述した例においては、 S c ed G a のみを多重する場合を示

したが、 S c ed G a がマッピングされるザプキヤリアに、 S c ed

a がマッピングされてもよい。すなわち、 S c ed a と S

c ed G a がマッピングされるザプキヤリアが指定され、そのザプキヤリア内

で S c e d G a と S c ed G a が多重されてもよい。

００5 2 ランダムアクセス手順における essa e 3の Qの適用方法に関連し、図8及

び図9を用いて、以下にさらに詳しく説明する。

００5 3 本実施例では、墓地局装置2００は、初回送信の essa e3の復号結果 (C C C

e c 結果 ) が Gの場合に、所定のタイミングにおいて、上述した物理下りリンク制御

チヤネルにおける S c ed G a を用いて、再送の essa e のための

S c ed G a を、 ess a e 3を送信した移動局 ００に送信し、初回送信

の essa e 3の復号結果 (C C C ec 結果 ) がO の場合には、 essa e3を送

信した移動局 ００に対して送達確認情報を送信しないことにより、実現される。

００5 4 以下では、ランダムアクセス手順における3つ目の手順であるS c ed ed a s

ss o の手順に関して、さらに詳細に説明を行う。

００5 5 まず、初回送信の essa e3の復号結果が Gの場合について、図8 を参照して説

明する。



００5 6 6０2 において、墓地局装置2００は、 essa e 2 に関する S c ed G a

を物理下りリンク制御チヤネルにより送信し、かつ、同じザブフレーム内の下りリンクの

共有チヤネルを用いて essa e 2を移動局に送信する。そして、移動局 ００は、物

理下りリンク制御チヤネルにおける上記 essa e 2 に関する S c ed G a

を受信し、かつ、上記 ess a e 2 に関する S c ed G a に某づき、上

記 essa e2を受信する。上記 essa e2には、 essa e 3 に関する S c ed

G a が含まれている。

００5 7 6０4 において、移動局 0 は、所定のタイミング (ザブフレーム 3)において、

上記 S c ed G a に某づき、 ess a e 3を送信する。そして、墓地局装

置2００は、上記 ess a e 3を受信し、上記 essa e3の復号を行う。

００5 8 上記 essa e 3の復号結果 (C C C ec 結果 ) が Gの場合に、墓地局装置2０

0 は、所定のタイミング (ザブフレーム 6) において、物理下りリンク制御チヤネル

により、再送の essa e 3のための S c ed G a を、移動局 ００に送

信する ( 6 ０6 ) 。移動局 ００は、上記再送の essa e3のための S c ed

G a を受信する ( 6 ０6 )

００5 9 そして、6０8 において、移動局 ００は、所定のタイミング (ザブフレーム 9) に

おいて、上記再送の essa e 3のための S c ed G a に某づき、再送

の essa e 3を送信する。そして、墓地局装置2００は、上記 essa e 3を受信し、上

記 essa e3の復号を行う。

００6０ 尚、2回目に送信される essa e 3の S c ed G a は、物理下りリンク

制御チヤネルにマッピングされるため、2回目以降に送信される essa e 3の送達確

認情報、すなわち、 C または C は、通常の上りリンクの共有チヤネルにおけ

る Qと同様に、物理下りリンク制御チヤネルにおける c o ed e e fo

として送信される。あるレソま、2回目以降に送信される ess a e 3 に対しても

、 回目に送信される essa e3と同様に、その復号結果が Gの場合には、物理下

りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a が送信されてもよい。あるい

ほ、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける c o ed e e fo a o と

、物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a の両方が送信され



てもよい。

００6 1 次に、初回送信の essa e 3の復号結果がO の場合について、図9を参照して

説明する。

００6 2 6 ０において、墓地局装置2００は、 essa e 2 に関する S c ed G a

を物理下りリンク制御チヤネルにより送信し、かつ、同じザブフレーム内の下りリンクの

共有チヤネルを用いて essa e 2を移動局に送信する。そして、移動局 ００は、物

理下りリンク制御チヤネルにおける上記 essa e 2に関する S c ed G a

を受信し、かつ、上記 ess a e 2 に関する S c ed G a に基づき、上

記 essa e2を受信する。上記 essa e2には、 essa e 3 に関する S c ed

G a が含まれている。

００6 3 6 2 において、移動局 ００は、所定のタイミング (ザブフレーム 3)において、

上記 S c ed G a に基づき、 ess a e 3を送信する。そして、墓地局装

置2００は、上記 ess a e 3を受信し、上記 essa e3の復号を行う。

００6 4 上記 essa e 3の復号結果 (C C C ec 結果 ) がO の場合に、墓地局装置2０

0 は、所定のタイミング (ザブフレーム 6) において、移動局 ００に上記 ess a

e 3 に対する送達確認情報を送信しな ( 6 4 ) 。一方、移動局 ００は、所定のタイミ

ング (ザブフレーム 6) において、墓地局装置2００から、物理下りリンク制御チヤ

ネルにマッピングされた、再送の ess a e 3のための S c ed G a が送

信されないため、上記 ess a e 3 が正常に復号された、すなわち、復号結果がO

であったと判断する。この時、移動局 ００は、ランダムアクセス手順における4つ目

の手順であるC o e o eso o の手順に移る。すなわち、移動局 ００は、

墓地局装置2００から ess a e 4 が送信されるのを待つ。

００6 5 ここで、例えば、6０4 において、上記 essa e 3の復号結果 (C C C ec 結果 )

が Gの場合に、墓地局装置は、所定のタイミング (ザブフレーム 6) において、

物理下りリンク制御チヤネルにより、再送の ess a e 3のための S c ed G

a を、移動局 ００に送信したとしても、上記 S c ed G a が、移動局

００において正しく復号できない場合がある。このとき、移動局 ００は、6 4 の動作

と同一の動作となるため、 ess a e 3 の再送を行わな ( 6 ０8 の処理を行わない) 。こ



の場合、墓地局装置2００は、移動局 ００から ess a e 3 が再送されるのを期待し、

移動局 ００は、墓地局装置2００から、 essa e 4 が送信されるのを期待するとレづ

デッドロック状態になるため、問題となる。

００6 6 よって、この場合には、例えば、移動局 ００は、所定のタイマーを具備し、所定の

タイミング、例えば、6 4 のタイミング (ザブフレーム 耳 6) から、上記タイマーが経

過しても、墓地局装置2００からの eesa e4を受信できなかった場合に、上述したデ

ッドロック状態になったど判断し、ランダムアクセス手順の 回目の手順を再開してもよ

い。また、墓地局装置2００も、再送の essa e 3のための S c ed G a

を送信したにも関わらず、移動局 ００より、 ess a e 3 が再送されない場合には、移

動局 ００から、 ess a e 3 は再送されないと判断してもよい。この場合、墓地局装置

2００も、同様のタイマーを具備し、所定のタイミング (ザブフレーム 耳 6) から、上記

タイマーが経過しても、移動局 ００より、 essa e 3 が再送されない場合には、移動

局 ００から、 ess a e 3 は再送されないと判断してもよい。この時、墓地局2００は、

移動局 ００から送信される essa e3の無線リソース、例えば、周波数リソースやリ

ソースブロック等を、他の移動局に割り当てることができる。

００6 7 尚、一般に、 ザブフレームにおける物理下りリンク制御チヤネルにおける S

e d G a の数には上限値が設定されている。よって、6０6 において、再送の

essa e3のための S c ed G a の数が多い場合には、全ての再送の

essa e3のための S c ed G a を送信できない場合がある。この場合

には、例えば、墓地局装置2００は、再送の essa e 3のための S c ed

G a の一部を送信しないとレづ処理を行ってもよい。あるいは、墓地局装置2００は

、再送の ess a e 3のための S c ed a の一部を、後送される未来

のザブフレーム、例えば、次のザブフレームにおいて送信するとレづ処理を行っても

よい。そして、移動局 ００は、上記後送される未来のザブフレームも含めて、上記再

送の essa e 3のための S c ed G a の受信を試みる。

００6 8 また、上述した図8 及び図9 においては、 Qのプロセス数が 6 である場合を示し

たが、 Qのプロセス数が6 以外の値、例えば、8 の場合にも、同様の方法を適用

することが可能である。



００6 9 このよぅに、物理下りリンク制御チャネルにおいて S c ed G a が送信

されない初回送信の S c ed G a に対する送達確認情報は、 C の

場合に何も送信しない、 C の場合に、物理下りリンク制御チャネルにおける

S c ed G a を送信するといぅ送信方法を適用することにより、効率の良い
、オーバヘッドの少ない essa e 3の Qを実現することができる。

００7０ 図 ０を参照しながら、本発明の実施例に係る移動局 ００について説明する。

００7 1 同図において、移動局 ００は、送受信アンテナ ０2 と、アンプ部 ０4 と、送受信部

０6 と、べ一スバンド信号処理部 ０8 と、アプリケーション部 ０とを具備する。

００7 2 下りリンクのデータについては、送受信アンテナ ０2で受信された無線周波数信号

がアンプ部 ０4 で増幅され、送受信部 ０6 で周波数変換されてべ一スバンド信号に

変換される。このべ一スバンド信号は、べ一スバンド信号処理部 ０8 で 処理や、

誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。上記下りリンクのデータの内、下

りリンクのュ一ザデータは、アプリケーション部 ０に伝送される。アプリケーション部

０は、物理レイヤーや Cレイヤーより上位のレイヤーに関する処理等を行ぅ。

００7 3 一方、上りリンクのュ一ザデータについては、アプリケーション部 ０からべ一スバ

ンド信号処理部 ０8 に入力される。べ一スバンド信号処理部 ０8 では、再送制御 (

( b d Q ) ) の送信処理や、チャネル符号ィヒ、 処理等が行わ

れて送受信部 ０6 に伝送される。送受信部 ０6 では、べ一スバンド信号処理部 ０8

から出力されたべ一スバンド信号を無線周波数帯に変換する周波数変換処理が施

され、その後、アンプ部 ０4 で増幅されて送受信アンテナ ０2より送信される。

００7 4 図8及び図9を用いて説明を行った、本発明の実施例に係る、 essa e 3の

Q に係る移動局の処理は、図 ０におけるべ一スバンド信号処理部 ０8 において行

われる。すなわち。べ一スバンド信号処理部 ０8 は、墓地局装置に第 の信号として

のランダムアクセス手順における essa e 3を送信する送信部と、墓地局装置から、

essa e3の再送のための制御信号としての下りリンクの制御チャネルにマッピング

される G a を受信した場合に、 ess a e 3を再送する再送部と、墓地局装置

に essa e 3を再送した場合に、該 essa e 3 に対する送達確認情報を受信する受

信部とを備える。ここで、 G a とは、上りリンクのリソースブロックの割り当て情



報、識別情報、データザイズ、変調方式、送信電力の少なくとも つを示す信号であ

る。また、べ一スバンド信号処理部 ０8は、上記 essa e 3の再送のための制御信

号としての下りリンクの制御チャネルにマッピングされる G a を受信しなかった

場合に、 ess a e4を受信する受信部を備える。さらに、べ一スバンド信号処理部 ０

8は、上記 ess a e 3の再送のための制御信号としての下りリンクの制御チャネルに

マッピングされる G a を受信せず、かつ、所定のタイマーが経過するまでに

essa e4を受信しなかった場合に、ランダムアクセス手順の つ目の手順であるランダ

ムアクセスプリアンブルの手順を開始する送信部を備える。

００7 5 次に、図 を参照しながら、本発明の実施例に係る墓地局装置2００について説明

する。

００7 6 本実施例に係る墓地局装置2００は、送受信アンテナ2０2と、アンプ部2０4 と、送受

信部2０6 と、べ一スバンド信号処理部2０8 と、呼処理部2 ０と、伝送路インターフェ
ース2 2とを備える。

００7 7 下りリンクにより墓地局装置2００から移動局 ００に送信されるユーザデータは、墓

地局装置2００の上位に位置する上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置3００から

伝送路インターフェース2 2を介してべ一スバンド信号処理部2０8 に入力される。

００7 8 べ一スバンド信号処理部2０8では、ユーザデータの分割・結合、 C (「a d o

c o o )再送制御の送信処理などの Cレイヤーの送信処理、 C ( ed

ccess Co o )再送制御、例えば Q ( b d o a c e ea e

Q es )の送信処理、スケジューリング、伝送フオーマット選択、チャネル符号化、逆

高速フーリエ変換 ( : e se as o e a sfo )処理が行われて

、送受信部2０6に伝送される。また、下りリンク制御チャネルである下り 2制御

チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が

行われて、送受信部2０6に伝送される。

００7 9 送受信部2０6では、べ一スバンド信号処理部2０8から出力されたべ一スバンド信

号を無線周波数帯に変換する周波数変換処理が施され、その後、アンプ部2０4で

増幅されて送受信アンテナ2０2より送信される。

００8０ 一方、上りリンクにより移動局 ００から墓地局装置2００に送信されるデータについ



ては、送受信アンテナ2０2で受信された無線周波数信号がアンプ部2０4で増幅され

、送受信部2０6で周波数変換されてべ一スバンド信号に変換され、べ一スバンド信

号処理部2０8 に入力される。

００8 1 べ一スバンド信号処理部2０8では、入力されたべ一スバンド信号に含まれるュ一ザ

データに対して、 処理、誤り訂正復号、 C再送制御の受信処理、 Cレイ

ヤーの受信処理がなされ、伝送路インターフェース2 2を介してアクセスゲートウェイ

装置3００に転送される。

００8 2 図8及び図9を用いて説明を行った、本発明の実施例に係る essa e 3の

の処理に係る墓地局装置2００の処理は、図 におけるべ一スバンド信号処理部2０

8 において行われる。すなわち、べ一スバンド信号処理部2０8 は、第 の信号として

のランダムアクセス手順における essa e 3を復号する復号部と、該 ess a e 3の復

号結果に某づいて、 essa e 3を正常に受信しなかった場合に、 essa e3の再送

のための制御信号としての下りリンクの制御チャネルにマッピングされる G a

を移動局に送信する送信部とを備える。また、送信部は、再送された ess a e 3に対

する送達確認情報を移動局に送信する。ここで、 G a とは、上りリンクの周波

数リソースの割り当て情報、識別情報、データザイズ、変調方式、送信電力の少なくと

も つを示す信号である。

００8 3 呼処理部2 ０は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、墓地局装置2００の

状態管理や、無線リソースの管理を行ぅ。

００8 4 図 2を参照しながら、本実施例による移動局で使用される通信制御方法について

説明する。

００8 5 移動局 ００は、ランダムアクセス手順における1つ目の手順である、 a do c

cess ea b eの手順を行ぅ。すなわち、移動局 ００は、 essa e を墓地局装

置2００に送信する (ステップS 9０2 )

００8 6 移動局 ００は、ランダムアクセス手順における2つ目の手順である、 a do c

cess es o seの手順を行ぅ。すなわち、移動局 ００は、墓地局装置2００から送

信される、上記 。s s a 。 に対する 。s s a 。2を受信する (ステップS 9０4 )

００8 7 移動局 ００は、上記 。s s a 。2に含まれる S c ed G a に某づき、



所定のタイミング (図8及び図9 におけるザブフレーム 3) において、 ess a e 3

を、墓地局装置2００に送信する (ステップ5 9０6 )

移動局 ００は、所定のタイミング (図8及び図9 におけるザブフレーム 6) にお

いて、物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a の受信を試み

、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a を受信するか

否かを判定する (ステップ5 9０8 ) 。ここで、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける

S c ed G a を受信するとは、上記物理下りリンク制御チヤネルにおけ

る S c ed G a を正しく復号できる、すなわち、C C C ec 結果がO

であることに相当してもよい。

上記物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a を受信する場

合 (ステップS 9０8 : S) 、移動局 ００は、上記 S c ed G a に基づき

essa e 3を再送する (ステップS 9 ０)

そして、移動局 ００は、所定のタイミングにおいて、上記再送した ess a e 3 に対

する送達確認情報が C であるか C であるかを判定する。すなわち、上記再

送した essa e3に対する、物理下りリンク制御チヤネルにおける c o e e e

fo a o として、 C を受信するか否かを判定する (ステップS 9 2 )。尚、

ステップS 9 2 において、移動局 ００は、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける

c o e e e fo a o が C であるか否かに基づいて、再送の e s

s a e 3の復号結果が Gであったか否かを判定したが、代わりに、初回送信の ess

a e 3と同様に、物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a を受

信するか否かで、再送の ess a e 3の復号結果が Gであったか否かを判定しても

よい。あるいは、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける c o e e e fo

a o が C であるか否かと、物理下りリンク制御チヤネルにおける S c e

d G a を受信するか否かの両方に基づいて、再送の essa e 3の復号結

果が Gであったか否かを判定してもよい。

物理下りリンク制御チヤネルにおける c o e e e fo a o として、

C を受信する場合 (ステップS 9 2 : S) 、移動局 ００は、 essa e 3を再送す

る (ステップS 9 ０) 。尚、ステップS 9 ０における ess a e 3を再送する処理は、ステ



ップS 9 2 における処理で、物理下りリンク制御チヤネルにおける c o e e e

fo a o として C を受信するまで、あるレソま、 ess a e 3の最大再送回数

が満了するまで、繰り返し行われる。

００9 2 一方、ステッ S 9０8で、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed

G a を受信しない場合 (ステッ S9０8 : ) 、または、ステップS 9 2で、物理

下りリンク制御チヤネルにおける c o e e e fo a o として C を

受信しな ( C を受信する) 場合 (ステップS 9 2 : ) 、移動局 ００は、所定の

タイマーが満了するまでに、 essa e4を受信するか否かを判定する (ステップS g

4 )。ここで、所定のタイマーは、例えば、初回の ess a e 3を送信したザブフレーム

から起動してもよいし、上記物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed

G a を受信しないと判定したザブフレームから起動してもよい。

００9 3 所定のタイマーが満了するまでに、 essa e4を受信する場合 (ステッ 4 :

S ) 、処理を終了する。

００9 4 一方、所定のタイマーが満了するまでに、 essa e4を受信しない場合 (ステッ S
9 4 : ) 、移動局 ００は、ランダムアクセス手順を、 つ目の手順からやり直すと判

断し(ステップ5 9 6 ) 、ステッ 59０2 に進む。

００9 5 図 3を参照しながら、本実施例による墓地局装置で使用される通信制御方法につ

いて説明する。

００9 6 墓地局装置2００は、ランダムアクセス手順における1つ目の手順である、 a do

ccess ea b eの手順を行う。すなわち、墓地局装置2００は、 ess a e を移

動局 ００より受信する (ステップS ００2 )

００9 7 墓地局装置2００は、ランダムアクセス手順における2つ目の手順である、 a do

ccess es o seの手順を行う。すなわち、墓地局装置2００は、移動局 ００に

対して、上記 essa e に対する ess a e 2を送信する (ステップS ００4 )

００9 8 墓地局装置2００は、所定のタイミング (図8及び図9 におけるザブフレーム 3)

において、移動局 ００から送信される初回送信の ess a e 3の受信を試み、その役

号結果が Gであるか否かを判定する (ステップS ００6 )

００9 9 上記初回送信の ess a e 3の復号結果が Gである場合 (ステップS ００6 : S)



、所定のタイミング (図8及び図9 におけるザブフレーム 耳 6) において、物理下りリ

ンク制御チヤネルにより、再送の essa e 3のための S c ed G a を移

動局 ００に対して送信する (ステップS ００8 )

０1００ そして、ステップS ００において、所定のタイミングにおいて、再送の essa e 3の

受信を試み、上記再送の essa e 3の復号結果が Gであるか否かを判定する (ス

「0 上記再送の ess a e 3の復号結果が Gである場合 (ステップS ００: S) 、所

定のタイミングにおいて、当該移動局 ００に対して物理下りリンク制御チヤネルにお

ける c o ed e e fo a o として C を送信する (ステップS ０ 2 )

。ここで、墓地局装置2００は、再送の ess a e 3の復号結果が Gである場合に、当

該移動局 ００に対して物理下りリンク制御チヤネルにおける c o ed e e

fo o として C を送信したが、代わりに、初回送信の essa e 3の場合と

同様に、当該移動局 ００に対して物理下りリンク制御チヤネルにおける S c e d

G a により、再送の ess a e 3のための S c ed G a を送信し

てもよい。あるいは、墓地局装置2００は、再送の essa e 3の復号結果が Gである

場合に、物理下りリンク制御チヤネルにおける c o ed e e fo a o と

しての C と、物理下りリンク制御チヤネルにおける、再送の ess a e 3のための

S c ed G a の両方を送信してもよい。

０1０2 そして、墓地局装置2００は、ステップS ０ 2の処理の後、再びステップS ００の

処理を行う。すなわち、所定のタイミングにおいて、再送の ess a e 3の受信を試み

、上記再送の ess a e 3の復号結果が Gであるか否かを判定する (ステップS ０

０) 。尚、上述したステップS ０ ０とステップS ０ 2の処理は、ステップS ００にお

いて、上記再送の essa e 3の復号結果が Gでないと判定するまで、あるいは、

essa e 3の最大再送回数が満了するまで、繰り返し行われる。

０1０3 一方、上記再送の ess a e 3の復号結果が Gでない場合 (ステップS ００:

) 、所定のタイミングにおいて、当該移動局 ００に対して物理下りリンク制御チヤネル

における c o ed e e fo a o として C を送信する (ステップS ０

4 )



０1０4 一方、上記初回送信の ess a e 3の復号結果が Gでない場合 (ステップS ００6 :

O)、あるレ ま、ステッ S ０ 4 の処理の後、墓地局装置2００は、 ess a e 4 を移

動局 ００に対して送信する (ステップS ０ 6 )

０1０5 本実施例によれば、ランダムアクセス手順において、効率が良く、かつ、高品質を

保証された、 。s s a 。3 に関する Qの処理を行ぅことのできる墓地局装置、移

動局、無線通信システム及び通信制御方法を実現することができる。

０1０6 上述した実施例においては、 o ed R a d R ( 名 o e

o o ，或いは，S e 3G) が適用されるシステムにおける例が説明され

たが、本発明に係る移動局、墓地局装置、移動通信システム及び通信制御方法は、

共有チャネルを用いた通信を行ぅ他のシステムにも適用可能である。

(本発明の他の実施例 )

以下に本発明の他の実施例を示す。

０1０7 本実施例においては、上述した無線通信システム ０００の構成や、移動局 ００の

構成、墓地局装置2００の構成は、上述した実施例と同一であるため、その説明は省

略する。典なる点としては，移動局 ００におけるべ一スバンド信号処理部 ０8 と、墓

地局装置2００におけるべ一スバンド信号処理部2０8 に関する以下の点である。

０1０8 すなわち、後述する、図 4及び図 を用いて説明を行ぅ、本発明の実施例に係る

essa e 3の Qに係る移動局 ００の処理は、図 ０におけるべ一スバンド信

号処理部 ０8 において行われる。すなわち。べ一スバンド信号処理部 ０8 は、墓地

局装置2００に第 の信号としてのランダムアクセス手順における ess a e 3を送信す

る送信部と、墓地局装置2００から、 ess a e 4 を受信するまで、上記 essa e3を再

送する再送部と、上記墓地局装置2００からの essa e4を受信する受信部とを備え

る。また、後述する、図 4及び図 5を用いて説明を行ぅ、本発明の実施例に係る、

essa e3の Qに係る墓地局装置2００の処理は、図 におけるべ一スバンド

信号処理部2０8 において行われる。すなわち、べ一スバンド信号処理部2０8 は、第

の信号としてのランダムアクセス手順における essa e3を復号する復号部と、該

essa e3の復号結果に墓づいて、 essa e 3を正常に受信しなかった場合に、移

動局から再送される ess a e 3を受信する受信部と、 essa e3を正常に受信した



場合に、移動局に再送される essa e 4 を送信する送信部とを備える。 本実施例

に係る、ランダムアクセス手順における essa e 3の Qの適用方法を、図 4及

び図 を用いて、以下に詳しく説明する。

０1０9 本実施例においては、墓地局装置2００は、 ess a e 3の復号結果 (C C C ec

結果 ) がO の場合に、上記 essa e 3を送信した移動局 ００に対して、 essa e

4 を送信し、 ess a e 3の復号結果 (C C C ec 結果 ) が Gの場合に、 essa e

3を送信した移動局 ００に対して送達確認情報を送信しない(何も送信しない) こと

により、実現される。この場合、移動局 ００は、 essa e 4 を受信するまで、所定の

タイミングにおいて、上記 essa e 3を再送する。

「0 0 以下では、ランダムアクセス手順における3つ目の手順であるS c ed ed a s

ss o の手順に関して、さらに詳細に説明を行ぅ。

「0 まず、 ess a e 3 の復号結果が Gの場合を説明する。

０1 12 ０2において、墓地局装置2００は、 essa e 2 に関する S c ed G a

を物理下りリンク制御チヤネルにより送信し、かつ、同じザブフレーム内の下りリンク

の共有チヤネルを用いて ess a e 2を移動局に送信する。そして、移動局 ００は、

物理下りリンク制御チヤネルにおける上記 essa e 2 に関する S c ed G

a を受信し、かつ、上記 essa e 2 に関する S c ed G a に基づき、

上記 essa e2を受信する。上記 essa e2には、 essa e 3 に関する S c e

d G a が含まれている。

０1 13 ０4 において、移動局 ００は、所定のタイミング (ザブフレーム 耳 3) において

、上記 S c ed G a に基づき、 essa e3を送信する。そして、墓地局

装置2００ほ、上記 ess a e 3を受信し、上記 essa e3の復号を行う。

０1 14 上記 essa e 3の復号結果 (C C C ec 結果 ) が Gの場合に、墓地局装置2０

0 は、所定のタイミング (ザブフレーム 耳 6) においては、移動局 ００に対して、ど

のよぅな信号も送信せず ( ０6 ) 、所定のタイミング (ザブフレーム 耳 9) において、

移動局 ００から送信される再送の essa e 3の受信を行ぅ( ０8 ) 。一方、移動局

０は、墓地局装置2００から essa e 4 を受信しない限り、所定のタイミング (例え

ば、 ０8 ) において、 ess a e 3の再送を行ぅ。例えば、 ess a e 3 の再送が行わ



れるタイミングは、図8及び図9 における 3 6X ( :任意の自然数)と設定す

ることができる。あるいは、上述した essa e 3の再送は、連続するザブフレームで行

われてもよい。上記 ０6 と ０8 の処理は、 essa e 3の復号結果 (C C C ec

結果 ) がO となり、墓地局装置2００から、移動局 ００に essa e4が送信されるま

で繰り返される。あるいは、上記 ０6 と ０8 の処理は、 essa e 3の最大再送回

数が満了するまで繰り返される。 ess a e 3の復号結果 (C C C ec 結果 ) がO

となった場合の処理は後述する。

次に、 ess a e 3の復号結果がO の場合を説明する。尚、図 5 においては、初

回送信の essa e 3の復号結果がO の場合を記載しているが、初回送信の ess

a e 3 に限らず、再送の ess a e 3の復号結果がO の場合にも、同様の処理が適

用される。

０において、墓地局装置2００は、 essa e 2 に関する S c ed G a

を物理下りリンク制御チヤネルにより送信し、かつ、同じザブフレーム内の下りリンク

の共有チヤネルを用いて ess a e 2を移動局に送信する。そして、移動局 ００は、

物理下りリンク制御チヤネルにおける上記 essa e 2に関する S c ed G

a を受信し、かつ、上記 essa e 2 に関する S c ed G a に某づき、

上記 essa e2を受信する。上記 essa e2には、 essa e 3 に関する S c e

d G a が含まれている。

2 において、移動局 ０は、所定のタイミング (ザブフレーム 3)において

、上記 S c ed G a に某づき、 essa e3を送信する。そして、墓地局

装置2００は、上記 ess a e 3を受信し、上記 essa e3の復号を行ぅ。

上記 essa e 3の復号結果 (C C C ec 結果 ) がO の場合に、墓地局装置2０

0 は、所定のタイミング (ザブフレーム 6) において、移動局 ００に上記 essa

に対する送達確認情報を送信しない(何も送信しない) ( 4 ) 。そして、墓地局

装置2００は、例えば、ザブフレーム 7において、ランダムアクセス手順の4つ目

の手順における essa e 4 を移動局 ００に送信する。 ess a e 4 は、 ess a e 4 に

関する S c ed G a を含む物理下りリンク制御チヤネルとともに送信され

る。移動局 ０は、物理下りリンク制御チヤネルにおける上記 ess a e 4 に関する



S c ed G a を受信し、かつ E essa e4に関する S c ed

G a に基づき、上記 essa e4を受信する。移動局 ００は、 essa e4を受信

したことにより、 ess a e 3が基地局装置2００において正常に復号された (C C C

e c がO だった) と判断する。ここで、移動局 ００は、全ての ess a e4を受信する

ことにより、 ess a e 3が基地局装置2００において正常に復号された (C C C ec

がO だった) と判断する代わりに、上記 ess a e4 に関する、 S c ed G

a を含れ物理下りリンク制御チヤネルを受信することにより、 essa e 3が基地局

装置2００において正常に復号された (C C C ec がO だった) と判断してもよい。

０119 この場合、移動局 ００は、もはや essa e 3を送信する必、要はないため、 8 に

おいて ess a e 3の再送を行わない。

０12０ 尚、上述した図 4及び図 5 においては、 Qのプロセス数が 6である場合を示

したが、 Qのプロセス数が 6以外の値、例えば、8 の場合にも、同様の方法を適

用することが可能である。

０12 1 このよぅに、物理下りリンク制御チヤネルにおいて S c ed G a が送信

されない初回送信の S c ed G a に対する送達確認情報は、 C の

場合に次のメッセージ、すなわち、 essa e4を送信する、 C の場合に、何も送

信しない、といぅ送信方法を適用することにより、効率の良い、オーバヘッドの少ない

essa e3の Qを実現することができる。尚、上記送信方法において、移動局

００は、 ess a e4 を受信するまで、所定のタイミングで essa e3の再送を行ぅ。

０122 図 6を参照しながら、本実施例による移動局で使用される通信制御方法について

説明する。

０123 移動局 ００は、ランダムアクセス手順における1つ目の手順である、 a do c

cess ea b eの手順を行ぅ。すなわち、移動局 ００は、 essa e を基地局装

置2００に送信する (ステップS 2０2 )

０124 移動局 ００は、ランダムアクセス手順における2つ目の手順である、 a do c

cess es o seの手順を行ぅ。すなわち、移動局 ００は、墓地局装置2００から送

信される、上記 ess a e に対する essa e 2を受信する (ステップS ０4 )

０125 移動局 ００は、上記 ess a e 2 に含まれる S c ed G a に基づき、



所定のタイミング (図 4及び図 5 におけるザブフレーム 耳 3) において、 essa e

3を、墓地局装置2００に送信する (ステツプS 2０6 )

０126 移動局 ００は、所定のタイミング (図 4及び図 5 におけるザブフレーム 耳 7) に

おいて、 ess a e 4 の受信を試み、上記 ess a e 4を受信するか否かを判定する (ス

０127 上記 essa e 4を受信する場合 (ステップS 2０8 : S) 、移動局 ００は本処理

を終了する。

8 上記 essa e 4を受信しない場合 (ステップS 2０8 : ) 、移動局 ００は、所定

のタイミング (例えば、2回目の送信であれば、図 4及び図 5 におけるザブフレーム

9) において、 essa e3を再送する。その後、ステップS 2０8 の処理に進む。

尚、ステップS 1 2０8 とステップS 2 ０の処理は、 essa e 4を受信するか、 ess a

e 3の最大再送回数が満了するまで行われる。

9 図 7を参照しながら、本実施例による墓地局装置で使用される通信制御方法につ

いて説明する。

0 墓地局装置2００は、ランダムアクセス手順における1つ目の手順である、 a do

ccess ea b eの手順を行ぅ。すなわち、墓地局装置2００は、 ess a e を移

動局 0 より受信する (ステップS 3０2 )

０13 1 墓地局装置2００は、ランダムアクセス手順における2つ目の手順である、 a do

ccess es o seの手順を行ぅ。すなわち、墓地局装置2００は、某移動局 ００

に対して、上記 ess a e に対する essa e2を送信する (ステップS 3０4 )

０132 墓地局装置2００は、所定のタイミングにおいて、移動局 ００から送信される初回送

信の essa e 3を受信する (ステップS 3０6 )

０133 墓地局装置2００は、上記 ess a e 3の復号結果が Gであるか否かを判定する (ス

テップS 3０8 )

4 上記 essa e 3の復号結果が Gである場合 (ステップS 3０8 : S) 、所定のタ

イミングにおいて、移動局 ００から再送される ess a e 3を受信する。すなわち、ス

テップS 13０6 に進む。ステップ 3０6 とステップS 3０8 の処理は、移動局 ００から

送信される essa e 3の復号結果がO になるまで、あるレソま、 essa e3の最大再



送回数が満了するまで行われる。

上記 essa e 3の復号結果が Gでない場合 (ステップS 3０8 : ) 、移動局 ０

0 に対して、 essa e 4 を送信する (ステップS 3 ０)

(本発明の他の実施例2 )

以下に本発明の他の実施例2を示す。

本実施例においては、上述した無線通信システム ０００の構成や、移動局 ００の

構成、墓地局装置2００の構成は、上述した実施例と同一であるため、その説明は省

略する。典なる点としては，移動局 ００におけるべ一スバンド信号処理部 ０8 と、墓

地局装置2００におけるべ一スバンド信号処理部2０8 に関する以下の点である。

すなわち、後述する、図 8 を用いて説明を行ぅ、本発明の実施例に係る、 essa

の Qに係る移動局 ００の処理は、図 ０におけるべ一スバンド信号処理部

０8 において行われる。すなわち。べ一スバンド信号処理部 ０8 は、墓地局装置2００

に第 の信号としてのランダムアクセス手順における essa e 3を送信する送信部と

、上記 essa e 3 に対する送達確認情報がマッピングされている、 essa e3のため

の特殊な S c ed G a を受信する受信部とを備える。また、後述する、

図 8 を用いて説明を行ぅ、本発明の実施例に係る、 essa e3の Qに係る墓

地局装置2００の処理は、図 におけるべ一スバンド信号処理部2０8 において行わ

れる。すなわち、べ一スバンド信号処理部2０8 は、第 の信号としてのランダムアクセ

ス手順における ess a e 3を復号する復号部と、該 ess a e 3の復号結果に某づい
て、該 essa e 3の送達確認情報を、 essa e 3のための特殊な S c ed

G を用いて送信する送信部とを備える。

本実施例に係る、ランダムアクセス手順における essa e 3の Qの適用方法

を、図 8 を用いて、以下に詳しく説明する。

本実施例においては、墓地局装置2００は、 ess a e 3の送達確認情報を、物理下

りリンク制御チャネルにおける特殊な S c ed G a として移動局 ００に

送信することにより実現される。

以下では、ランダムアクセス手順における3つ目の手順であるS c ed ed a s

ss o の手順に関して、さらに詳細に説明を行ぅ。



０14 1 4 ０2において、墓地局装置2００は、 essa e 2 に関する S c ed G a

を物理下りリンク制御チヤネルにより送信し、かつ、同じザブフレーム内の下りリンク

の共有チヤネルを用いて ess a e 2を移動局に送信する。そして、移動局 ００は、

物理下りリンク制御チヤネルにおける上記 essa e 2 に関する S c ed G

a を受信し、かつ、上記 essa e 2 に関する S c ed G a に基づき、

上記 essa e2を受信する。上記 essa e2には、 essa e 3 に関する S c e

d G a が含まれている。

０14 2 4 ０4 において、移動局 ００は、所定のタイミング (ザブフレーム 3)において

、上記 S c ed G a に基づき、 essa e3を送信する。そして、墓地局

装置2００は、上記 ess a e 3を受信し、上記 essa e3の復号を行う。

０14 3 4 ０6 において、墓地局装置2００は、上記 essa e 3の送達確認情報を、物理下り

リンク制御チヤネルにおける特殊な S c ed G a として移動局 ００に送

信する。

０144 図 9 に、上記特殊な S c ed G a の構成例を示す。

０14 5 一般に、ランダムアクセス手順の2番 目の手順である a do ccess es o s

e の手順における essa e 2は複数の移動局に対して送信される。図 9 における、

移動局 ００や移動局 ００、移動局 ００ は一例である。すなわち、図 9 に示すよ
9 2

うに、特殊な S c ed G a は、 ess a e 2が送信された全ての移動局に

対する送達確認情報で構成され、かつ、 essa e2の送信の際に使用されたR

( a do ccess a d o e o e o a de f e )が

として使用される。R は、C C にマスキングされる。ここで、R

は、ランダムアクセス手順の 番 目の手順における、ランダムアクセスプリアンブルが

送信される周波数帯域に1対 対応する識別情報であり、 ess a e 2が送信される際

の、 ess a e 2のための S c ed G a の として使用される。

０146 そして、上記特殊な S c ed G a の情報ビットは、通常の S c ed

G a と同一のビット数となるようにチヤネル符号化される。上記特殊な

S c ed G a のチヤネル符号化後のビットは、通常の S c ed G

。
a と同様に、物理下りリンク制御チヤネル内の S c e d G a がマソヒ



ングされるザプキヤリアに、通常の S c ed G a と多重されて、マッピン

グされる。ここで、移動局 ００における受信の処理負荷を低減するため、上記特殊

な S c ed G a のチヤネル符号化後のビットがマッピングされる場所を

固定してもよい。例えば、上記特殊な S c ed G a は、 S c ed

G a 番号が 番の S c ed G a として、送信されるとしてもよい。

０147 また、上述した、特殊な S c ed G a の構成例において、各移動局の

送達確認情報の順番は、 essa e2にマッピングされる各移動局向けの情報がマッ

ピングされる順番と同一にすることができる。このようにすることにより、移動局 ００は

、容易に、自分宛の送達確認情報を識別することができる。この場合、上記特殊な

S c ed G a においては、たとえすでに C を送信し、送達確認情報を

送る必要がない移動局の送達確認情報であっても、末だ C を送信していない移

動局が存在する限り、上記順序を朋さないために、送信されなければならない。すな

わち、 ess a e 2を送信した全ての移動局に対して C を送信するまで、上記特殊

な S c ed G a を所定のタイミングで送信する。

０148 また、上述した図 8 においては、 のプロセス数が6である場合を示したが、

Qのプロセス数が6以外の値、例えば、8の場合にも、同様の方法を適用するこ

とが可能である。

０149 このように、 essa e3のための、物理下りリンク制御チヤネルにおける特殊な

S c ed G a を用いることにより、効率の良い、オーバヘッドの少ない e s s a

e 3の Qを実現することができる。

(本発明の他の実施例3 )

以下に本発明の他の実施例3を示す。

０15０ 本実施例においては、上述した無線通信システム ０００の構成や、移動局 ００の

構成、墓地局装置2００の構成は、上述した実施例と同一であるため、その説明は省

略する。典なる点としては，移動局 ００におけるべ一スバンド信号処理部 ０8と、墓

地局装置2００におけるべ一スバンド信号処理部2０8 に関する以下の点である。

０15 1 すなわち、後述する、図2０を用いて説明を行う、本発明の実施例に係る、 essa

e 3の Qに係る移動局 ００の処理は、図 ０におけるべ一スバンド信号処理部



０8 において行われる。すなわち。べ一スバンド信号処理部 ０8 は、墓地局装置2００

に第 の信号としてのランダムアクセス手順における essa e 3を送信する送信部と

、上記 essa e 3 に対する送達確認情報がマッピングされている、 essa e3のため

の特殊な c o ed e e fo a o を受信する受信部とを備える。また、後

述する、図2０を用いて説明を行う、本発明の実施例に係る、 ess a e 3の に

係る墓地局装置2００の処理は、図 におけるべ一スバンド信号処理部2０8 におい

て行われる。すなわち、べ一スバンド信号処理部2０8 は、第 の信号としてのランダム

アクセス手順における essa e3を復号する復号部と、該 essa e3の復号結果に

墓づいて、該 ess a e 3の送達確認情報を、 ess a e 3のための特殊な c o e

d e e fo a o を用いて送信する送信部とを備える。

０152 本実施例に係る、ランダムアクセス手順における essa e 3の Qの適用方法

を、図2０を用いて、以下に詳しく説明する。

０153 本実施例においては、墓地局装置2００は、 ess a e 3の送達確認情報を、物理下

りリンク制御チヤネルにおける特殊な c o ed e e fo a o として移動

局 ００に送信することにより実現される。

０154 以下では、ランダムアクセス手順における3つ目の手順であるS c ed ed a s

ss o の手順に関して、さらに詳細に説明を行う。

０155 6０2において、墓地局装置2００は、 essa e 2 に関する S c ed G a

を物理下りリンク制御チヤネルにより送信し、かつ、同じザブフレーム内の下りリンク

の共有チヤネルを用いて ess a e 2を移動局に送信する。そして、移動局 ００は、

物理下りリンク制御チヤネルにおける上記 essa e 2 に関する S c ed G

a を受信し、かつ、上記 essa e 2に関する S c ed G a に基づき、

上記 essa e2を受信する。上記 essa e2には、 essa e 3 に関する S c e

d G a が含まれている。

０156 6０4 において、移動局 ００は、所定のタイミング (ザブフレーム 耳 3) において

、上記 S c ed G a に基づき、 essa e3を送信する。そして、墓地局

装置2００は、上記 ess a e 3を受信し、上記 essa e3の復号を行う。

０157 6０6 において、墓地局装置2００は、上記 essa e 3の送達確認情報を、物理下り



リンク制御チヤネルにおける特殊な c o ed e e fo a o として移動局

００に送信する。

０158 図2 に、上記特殊な c o ed e e fo a o のザブキヤリアマッピング

の例を示す。

０159 一般に、ランダムアクセス手順の2番 目の手順である a do ccess es o s

e の手順における essa e 2は複数の移動局に対して送信される。すなわち、図2

に示すように、特珠な c o ed e e fo a o は、 ess a e 2が送信さ

れた全ての移動局に関する送達確認情報がマッピングされるザブキヤリアが定義さ

れる。

０16０ ここで、上記 ess a e 2が送信された全ての移動局に関する送達確認情報がマッ

ピングされるザブキヤリアのザブキヤリア番号を、 essa e 2 にマッピングされる各移

動局向けの情報がマッピングされる順番、または、マッピングされる位置と関連付ける

ことができる。このようにすることにより、移動局 ００は、容易に、自分宛の送達確認、

情報を識別することができる。

また、上述した図2０においては、 のプロセス数が 6である場合を示したが、

Qのプロセス数が 6以外の値、例えば、8 の場合にも、同様の方法を適用すること

が可能である。

０16 1 このように、 essa e3のための、物理下りリンク制御チヤネルにおける特殊な c

o ede e e fo a o を用いることにより、効率の良い、オーバヘッドの少

ない ess a e 3の Qを実現することができる。

(本発明の他の実施例4 )

以下に本発明の他の実施例4を示す。

０16 2 本実施例においては、上述した無線通信システム ０００の構成や、移動局 ００の

構成、墓地局装置2００の構成は、上述した実施例と同一であるため、その説明は省

略する。

０16 3 本実施例に係る、ランダムアクセス手順における essa e 3の Qの適用方、法

を、図2 2を用いて、以下に詳しく説明する。典なる点としてほ，移動局 ００における

べ一スバンド信号処理部 ０8 と、墓地局装置2００におけるべ一スバンド信号処理部



2０8 に関する以下の点である。

すなわち、後述する、図2 2を用いて説明を行う、本発明の実施例に係る、 essa

の Qに係る移動局 ００の処理は、図 ０におけるべ一スバンド信号処理部

S において行われる。すなわち。べ一スバンド信号処理部 ０ は、墓地局装置2００

から、 S c ed G a が含まれな ess a e 2を受信する受信部と、上記

essa e2の役に送信される、 essa e3のための S c ed G a が含

まれた物理下りリンク制御チヤネルを受信する受信部と、上記 S c ed G

a に基づいて、ランダムアクセス手順における ess a e 3を送信する送信部とを備

える。また、後述する、図2 2を用いて説明を行う、本発明の実施例に係る、 essa e

3 の Qに係る墓地局装置2００の処理は、図 におけるべ一スバンド信号処理

部2０8 において行われる。すなわち、べ一スバンド信号処理部2０8 は、 S c ed

G a が含まれない essa e2を送信する送信部と、上記 essa e 2の役に

essa e 3のための S c ed G a が含まれた物理下りリンク制御チヤ

ネルを送信する送信部と、上記 S c ed G a に基づいて送信される、ラ

ンダムアクセス手順における ess a e 3を受信する受信部とを備える。 本実施例に

おいては、墓地局装置2００は、 essa e3のための S c ed G a を含

まな ess a e 2を送信し、その後のザブフレームにおいて、通常の物理下りリンク

制御チヤネルにおける S c ed G a により、 ess a e 3のための S

c ed G a を、当該移動局 ００に対して送信することにより、実現される。

以下では、ランダムアクセス手順における3つ目の手順であるS c ed ed a s

ss o の手順に関して、さらに詳細に説明を行う。

8 ０2 において、墓地局装置2００は、 essa e 2 に関する S c ed G a

を物理下りリンク制御チヤネルにより送信し、かつ、同じザブフレーム内の下りリンク

の共有チヤネルを用いて ess a e 2を移動局に送信する。そして、移動局 ００は、

物理下りリンク制御チヤネルにおける上記 essa e 2 に関する S c ed G

を受信し、かつ、上記 essa e 2 に関する S c ed G a に基づき、

上記 essa e2を受信する。上記 essa e2には、 essa e 3 に関する S c e

d G a が含まれない。



０16 7 8０4 において、墓地局装置2００は、所定のタイミング (例えば、ザブフレーム拙
) において、通常の物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed a

により、 ess a e 3のための S c ed G a を送信する。ここで、上記所定

のタイミングは、上記 ess a e 2を送信したザブフレームの次のザブフレームでもよ

いし、それよりもさらに後のザブフレームでもよい。

０168 8０6 において、移動局 ００は、所定のタイミング (ザブフレーム 4) において

、上記 essa e 3のための S c ed G a に某づき、 essa e 3を送信

する。そして、墓地局装置2００は、上記 ess a e 3を受信し、上記 essa e3の復号

を行う。

０169 以下の ess a e 3の Qの処理は、その S c ed G a として、通

常の物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a を使用している

ため、適用される Qの処理は、通常の上りリンクの共有チヤネルの Qの処

理と同等であるため、その説明を省略する。

０17０ また、上述した図2 2 においては、 Qのプロセス数が 6である場合を示したが、

Qのプロセス数が 6以外の値、例えば、8 の場合にも、同様の方法を適用するこ

とが可能である。

０17 1 このように、 essa e3の S c ed G a を、 essa e 2の後のザブフレ

ームにおける、通常の物理下りリンク制御チヤネルにおける S c ed G a

を用いて送信することにより、効率の良い、オーバヘッドの少ない essa e 3の

Qを実現することができる。

０172 本発明は上記の実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図

面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には

様々な代替実施形態、実施例及び逆用技術が明らかとなろう。

０173 すなわち、本発明はここでは記載していない様々な実施形態等を含むことは勿論

である。従って、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に

係る発明特定事項によってのみ定められるものである。

０174 説明の便宜上、本発明を幾つかの実施例に分けて説明したが、各実施例の区分け

は本発明に本質的ではなく、2以上の実施例が必要に応じて使用されてよい。発明



の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明したが、特に断りのない限り、それら

の数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてよい。

０175 以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単な

る例示に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するで

あろぅ。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて

説明されたが、そのよぅな装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの細み合

わせで実現されてもよい。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸

脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が包含される。

０176 本国際出願は、2００7年2月 5 日に出願した日本国特許出願2００7 ０26 8 5号に

某づく優先権を主張するものであり、2００7 ０26 8 5号の全内容を本国際出願に

援用する。



請求の範囲

移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムに

おける墓地局装置であって :

前記移動局は前記墓地局装置に第 の信号を送信し、

前記第 の信号を復号する復号手段

前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正常に受信しなかった

場合に、前記第 の信号の再送のための制御信号を前記移動局に送信する手段

前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正常に受信した場合に

、第2の信号を前記移動局に送信する手段

備えることを特徴とする墓地局装置。

2 請求項 に記載の墓地局装置において :

前記第 の信号はランダムアクセス手順における essa e3であり、

前記第2の信号はランダムアクセス手順における ess a e 4であることを特徴とする

墓地局装置。

3 請求項 に記載の墓地局装置において :

前記制御信号は、下りリンクの制御チャネルにマッピングされる G a であるこ

とを特徴とする墓地局装置。

4 請求項3 に記載の墓地局装置において :

前記 G a とは、上りリンクの周波数リソースの割り当て情報、識別情報、デー

タザイズ、変調方式、送信電力の少なくとも つを示す信号であることを特徴とする墓

地局装置。

5 請求項 に記載の墓地局装置において :

前記移動局が前記墓地局装置に第 の信号を再送し、

前記再送された第 の信号に対する送達確認情報を前記移動局に送信することを

特徴とする墓地局装置。

6 移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムに

おける移動局であって :

前記墓地局装置に第 の信号を送信する手段



前記墓地局装置から、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信した場合に

、前記第 の信号を再送する手段

前記墓地局装置から、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信しなかった

場合に、第2の信号を受信する手段

を備えることを特徴とする移動局。

7 請求項6 に記載の移動局において :

前記墓地局装置から、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信しなかった

場合で、かつ、前記第2の信号を受信しなかった場合に、前記第3の信号を送信する

手段

を備えることを特徴とする移動局。

8 請求項 7 に記載の移動局において :

前記第 の信号はランダムアクセス手順における essa e3であり、

前記第2の信号はランダムアクセス手順における ess a e 4であり、

前記第3の信号はランダムアクセス手順における ess a e であることを特徴とする

移動局。

9 請求項6 に記載の移動局において :

前記制御信号は、下りリンクの制御チャネルにマッピングされる G a であるこ

とを特徴とする移動局。

０ 請求項9 に記載の移動局において :

前記 G a とは、上りリンクのリソースブロックの割り当て情報、識別情報、デ

ータザイズ、変調方式、送信電力の少なくとも つを示す信号であることを特徴とする

移動局。

請求項6 に記載の移動局において :

前記墓地局装置に第 の信号を再送した場合に、前記第 の信号に対する送達確

認情報を受信する手段

を備えることを特徴とする移動局。

2 移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムであ

って :



前記移動局は、

前記墓地局装置に第 の信号を送信する手段

前記墓地局装置から、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信した場合に

、前記第 の信号を再送する手段

を備え、

前記墓地局は、

前記第 の信号を復号する復号手段

前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正常に受信しなかった

場合に、前記第 の信号の再送のための制御信号を前記移動局に送信する手段

を備えることを特徴とする移動通信システム。

3 移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムに

おける通信制御方法であって :

前記移動局が前記墓地局装置に第 の信号を送信する第 のステップ

前記墓地局装置が、前記第 の信号を復号する第2のステップ

前記墓地局装置が、前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正

常に受信しなかった場合に、前記第 の信号の再送のための制御信号を前記移動

局に送信する第3のステップ

前記移動局が、前記第 の信号の再送のための制御信号を受信した場合に、前記

第 の信号を再送する第4のステップ

を有することを特徴とする通信制御方法。

4 移動局と、前記移動局と通信を行ぅ墓地局装置とを具備する無線通信システムであ

って :

前記移動局は、

前記墓地局装置に第 の信号を送信する手段

前記第 の信号を再送する手段

を備え、

前記墓地局装置は、

前記第 の信号を復号する復号手段



前記第 の信号の復号結果に某づいて、前記第 の信号を正常に受信した場合に

、第2の信号を送信する手段

を備え、

前記再送する手段は、前記第2の信号を受信するまで、前記第 の信号を再送する

ことを特徴とする移動通信システム。

5 請求項 4 に記載の移動通信システムにおいて :

前記第 の信号はランダムアクセス手順における essa e3であり、

前記第2の信号はランダムアクセス手順における essa e4であることを特徴とする

移動通信・
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Continuation of Box No. Ill of continuation of first sheet (2)

First, independent claims will be considered.
A matter common to all the inventions in independent claims 1 , 6 ,

12, 13 and 14 is as follows:
• a mobile station transmits a first signal to a base station,
• the base station decodes the first signal, and
• when the first signal is judged not to be normally received in

the base station, the mobile station re-transmits the first signal.

Since the matter is described, however, in the below mentioned document
1 (see paragraph 0017) , it makes no contribution over the prior art.

Thus, the matter is deemed not to be the special technical feature
in the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence, and the independent
claims are divided into the following three inventions:

• claims 1 and 6 (when a signal transmitted to a base station is
normally received and decoded, a second signal is transmitted from
the base station, and when a signal transmitted to a base station
is not normally received or decoded, a control signal is transmitted
from the base station, and a mobile station re-transmits the signal
in response to the control signal) ,

• claims 12 and 13 (when a signal transmitted to a base station is
normally received and decoded, a control signal is transmitted
from the base station, and a mobile station re-transmits the signal
in response to the control signal; there is no limitation in the
case where the signal is normally received and decoded) , and

• claim 14 (a signal transmitted to a base station is normally received
and decoded, and, until a second signal is transmitted from the
base station, a mobile station continues tore-transmit the signal) .

Next, claims dependent on the independent claims 1 and 6 will be
considered.

A matter common to all the dependent claims 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , and 11
is what is described in claim 1 (and its equal content in claim 6 ) .

The matter described in claim 1 , however, is disclosed in the document
1 (see paragraph 0017, a first packet (210)", NAK (215)", and ACK"
in the document 1 correspond to "a first signal", "control signal",
and "a second signal" in the application, respectively) .

Thus, the matter described in claim 1 (and claim 6 ) makes no
contribution over the prior art, and it is deemed not to be the special
technical feature in the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence.

The matter described in claim 3 and that described in claim 9,however,
are deemed to be substantially the same and, also, the matter described
in claim 5 and that described in claim 11 are deemed to be substantially
the same .

(continued to next page)
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Therefore, the inventions in claims 1-15 are divided into the following
six groups of inventions:

First group: claims 1 , 2 , and 6
Second group: claims 3 , 4 , 9 , and 10
Third group: claims 5 and 11
Fourth group: claims 7 and 8
Fifth group: claims 12 and 13
Sixth group: claims 14 and 15

Document 1 : JP 2006-109463 A (Lucent Technologies Inc.) 20 April, 2006
(20.04.06)

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (April 2007)
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査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C ) )

IntCl H04Q7/00, H04B7/24, H04L1/00, H04L29/00
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日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 8 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 8 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 8 午

国際調査て使用した電子テ タ ス (テ タ ス の名称、調査に使用した用譜

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2006-109463 A ( セ ト テク ノ P ジ イ ポ 1 テ 1, 5, 6, 11-13

ッド) 2006. 04. 20, 特に第 0017 段落参照 7, 14

& US 2006/0072504 A l EP 1643794 A l & CN 1756439 A 2-4, 8-10, 15

JP 2006-203337 A (松下電器産業株式会社 ) 2006. 08. 03, 7

特に第 0020 段落参照
& EP 1819068 A l & WO 2006/077790 A l
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A 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの X J 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
Γ J 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す Y J 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に t て自明てある組合 に

O 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア y 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 2 . 0 4 . 2 0 0 0 1 . 0 5 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 J 9 5 7 0

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 丸山 高政
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 3 4
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国際調査報告 国際出願番号

C (続き ・ 関連する と認められる文献
引用文献の 関連する
テ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

WO 2006/118303 A l (株式会社 ヌ ・テ イ ・テ イ ・ド 2006. 11. 09, 14

特に第 0013 段落参照
& JP 2006-311461 A

様式 P C T ノ I S Aノ 2 1 0 (第 2 の続き ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号-

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 の の続き

怯第 条第3項 ( P C T 17条 (2) (a)) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 巳 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をすることを要 しな 対象に係 るものてある。
ま り、

・ ヴ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

・ 巳 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある とこの国際調査機関は詔、めた。

(特 ル ジ参照

・ 汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

3・ r 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科 ( 納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

汀 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号

まず、独立請求の範囲に関して検討する。
独立請求の範囲 1 、 6 、 1 2 1 3 および 1 4 の全てに共通する事項は、・移動局が墓地局に第 1 の信号を送信するこ

・墓地局が第 1の信号を復号するこ・第 の信号が墓地局で正常に受信できな た 判断される場合に、移動局は第 の信
号を再送信するこ t

であるが、 この事項は下記文献 に記載されて る (第 0017 段落参照 ので先行技術の城を
出な 。

よ て、上記事項は PCT 規 13・2 の第 文の意味での特別な技術的特徴 は認められず、
独立請求の範囲は以下の 3 の発明に分割

t
れる。・請求の範囲 および 6 (墓地局に送信 した信号が正常に受信 ・復号された場合には第

の信号が墓地局 ら送信 され、正常に受信 ・復号されな た場合には制御信号が墓地
局 ら送信 され、制御信号を受けて移動局が信号を再送するもの

・請求の範囲 1 2 および 1 3 墓地局に送信 した信号が正常に受信 ・復号されな た場
合には制御信号が墓地局 ら送信 され、制御信号を受けて移動局が信号を再送するもの
であ り、墓地局での正常に受信 ・復号された場合に ては限定がな もの・請求の範囲 1 4 (墓地局に送信 した信号が正常に受信 ・復号されて第 2 の信号が墓地局

ら送信 されて < るまで、移動局が信号を再送 し続けるもの)
で、独立請求の範囲 1 および 6 に従属する請求の範囲に て検討する。

従属請求の範囲 2 、 3 、 5 、 7 、 9 および 1 1 の全てに共通する事項は、請求の範囲 1 (お
よび同等の内容の請求の範囲 6 ) に記載された事項である。
し しなが ら、請求の範囲 1 に記載された事項は下記文献 に記載されて る 第 0017 段

落参照、文献 1 の r第 1 の ケット 2 1 O j 、 N A K 2 1 5 J および ΓA C K J は、それぞれ
本願発明の r第 1 の信号 j 、 r制御信号J および r第 2の信号 に相当する 。

したが て、請求の範囲 1 (および 6 ) に記載された事項は先行技術の城を出ず、PCT 規則
13・2 の第 2 文の意味での特別な技術的特徴 は認められな 。
ただし、請求の範囲 に記載された事項 t 請求の範囲 9 に記載された事項 は実質的に同一

であ り、さ らに、請求の範囲 5 に記載された事項 t 請求の範囲 1 1 に記載された事項 は実質
的に同一である 認、められる。

してみる 、本願の請求の範囲 1 - 1 5 に係 る発明は、以下の 6 群の発明に分割 れる。

第 1 群 請求の範囲 1 、 2 および 6
第 2 群 請求の範囲 3 、 4 、 9 および 1 0
第 3 群 請求の範囲 5 および 1 1
第 4 群 請求の範囲 7 および 8
第 5 群 請求の範囲 1 2 および 1 3
第 6 群 請求の範囲 1 4 および 1 5

文献 1 ・ JP 2006-109463 A ( セ ト テク ノ P ジ イ ポ テ ッド) 2006. 04. 20

式 P C T ノ I S Aノ 2 1 0 (特別 - ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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